
11月25日から12月１日は「犯罪被害者週間」です。

「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月１日以前の１週間（１１月25日から12月１日まで）

が「犯罪被害者週間」と定められています。

「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な広報啓発事業等の実施を通じ

て、犯罪被害者等（犯罪被害者やその家族又はその遺族をいう。）が置か

れている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性

等について皆様の理解を深めていただくことを目的としています。

蒲郡駅前交番管内にある蒲郡駅駐輪場におい

て、自転車が盗まれる被害が後を絶ちません。

盗難被害に遭った自転車のほとんどが「無施錠状

態」で盗まれています。

被害を防止するためには、確実な施錠はもちろん、「二つの鍵」で、「ツーロ

ック」をお願いします。少しの注意で、自転車の盗難は防ぐことができます。

「確実な施錠」と「ツーロック」を習慣化し、自転車を盗難被害から守りましょう。

午後５時から午後７時の間は１日の中でも最も交通事故の発

生が多い「魔の時間」と言われています。交通ルールを守り、交

通事故防止に努めましょう。

蒲郡警察署蒲郡駅前交番たより（11・12月号）


